
船舶インシデント調査報告書 

令和元年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 平成３１年４月７日 １５時００分ごろ 

発生場所 沖縄県石垣市御神崎
お が んさ き

南西方沖 

石垣御神埼灯台から真方位２２０°９００ｍ付近 

 （概位 北緯２４°２６.８′ 東経１２４°０４.３′） 

インシデントの概要  プレジャーボートマリーン ウィングは、漂泊中、船外機が始動で

きなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３１年４月１０日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート マリーン ウィング、５トン未満（長さ６.２７

ｍ） 

２９６－１０６７９沖縄、個人所有 

ガソリン機関、４サイクル、出力８４.５８kＷ、回転数毎分  

６,０００、４気筒、ボア７９mm、使用燃料ガソリン 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過等  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、船外機を停止

して漂泊し、約５時間３０分の間、魚群探知機の電源を入れた状態で

釣りを行い、帰港しようとしたところ、船外機が始動できなかった。 

 本船は、海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視船により石垣港

浜崎マリーナにえい
．．

航された。 

 船長は、本船で１０年以上釣りを行っており、２、３年ごとにバッ

テリを交換し、本インシデント当時、出港前にバッテリの電圧及び液

量を確認していた。 

本船は、本インシデント後、新品のバッテリに交換したところ、船

外機を始動することができた。 

分析  本船は、漂泊中、船外機を停止した状態で魚群探知機を使用したこ

とから、バッテリが過放電して船外機が始動できなくなり、運航不能

となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、漂泊中、船外機を停止した状態で魚群

探知機を使用したため、バッテリが過放電して船外機が始動できなく

なったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・船外機を停止した状態で電気機器を長時間使用しないこと。 

 ・充電された予備のバッテリを搭載しておくことが望ましい。 

 


